
　港区では本年１０月から国産木材の使用を促進する「みなとモデル二酸化炭素固定
認証制度」を施行します。
　施行にあたり、本制度における「国産木材使用計画書」ほか提出書類の作成方法、
具体的な国産木材の使用事例等に関する説明会を実施します。
　また、同会場にて、港区と協定を締結した山側自治体に登録している事業者の
木材製品サンプル展示会及び相談会を開催しますので、ぜひご来場ください。

会 期：10月 13日（木）　～ 10月 14日（金）

会 場：港区立エコプラザ

プログラム（2日間共通）
★制度説明会　１３：００～１４：３０
　　協定木材の活用方法と活用例
　　国産木材使用計画書ほか関連書類の提出について
　　＊事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
★登録事業者による展示及び相談会
　　１０月１３日（木）～１０月１４日（金）　２日間
          ■１０月１３日　…　１３：００～１７：００（開場１２：３０）
          ■１０月１４日　…　１３：００～１６：００（開場１２：３０）

[ 問い合わせ ]
港区環境リサイクル支援部環境課 　地球温暖化対策担当　
TEL : ０３-３５７８-２４９４（直通）

車を使用する場合は、近隣の有料駐車場等をご利用ください。

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度

制度説明および製品展示相談会

13:00~17:00（開場12:30） 13:00~16:00（開場12:30）

みなとモデル  ホームページ　http://www.uni4m.or.jp


